
大学院修士段階における「授業料後払い制度」について 

１．制度概要 

令和 6年度から大学院修士段階（修士課程・博士前期課程及び専門職学位課程）の授業料に

ついて、在学中は授業料を納入せず、修了後の所得に応じ後払いする「「授業料後払い制度」（以

下「本制度」という。）が創設されます。 

本制度では、経済的に困難な学生が修学を断念することがないよう、日本学生支援機構

（JASSO）が大学院博士前期課程在学中の授業料を立て替え、立て替えられた金額は JASSO か

ら貸与を受けた扱いとなり、修了後に返還する仕組みとなっています。 

別途「生活費奨学金」として月額２万円又は４万円の貸与を受けることも可能です。 

日本学生支援機構のチラシ「令和６年度春に修士段階に入学した方へ」はこちら 

２．対象者 

以下の(1)～(4)全てを満たす者 

(1) 令和６年度以降に国内の大学院に進学した者（※）

(2) 本人の希望に基づき、在学校を通じて申請を行った者

(3) 本学生支援機構（JASSO）の修士段階を対象とした月額５万円又は８万８千円の第一種学

金と同様の家計基準及び学業成績基準を満たす者

(4) 過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない

事由がない者

※ 令和６年度については、上記に加え、以下のいずれかに該当する者のみが対象です。

①「令和６年度春の新規入学者であって、学部段階において高等教育の「修学支援新制度」

の対象となったことがあり、かつ、就労等を挟まずに大学院へ進学した者

②「令和６年度秋の新規入学者

３．後払いとできる授業料の額 

年 535,800 円を上限として大学が請求する授業料 

４．申請手続き等 

(1)本学への申出等「

本制度の利用を希望する場合は、本学に下記により申し出るとともに、授業料の徴収猶予を

申請してください。 

① 提出期間：令和 6年 4月 1日（月）～4月 19 日（金）

② 提出書類：

ア) 2024 年度 授業料後払い制度希望申出書（兼）授業料徴収猶予申請書

（ダウンロードのうえ、A4サイズで印刷、記入） 

https://www.kaiyodai.ac.jp/upload-file/255860b91e84232a3d5e875333b764560fc67306.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.kaiyodai.ac.jp%2Fupload-file%2F7cc4c400fa131b71dba1fee156d83b07fd72f275.docx&wdOrigin=BROWSELINK


イ) 学部在学時に受けていた JASSO の給付奨学生証の写し 

③提出先：ご自身が通学しているキャンパスの担当係へ提出してください。 

【品川キャンパス】学生サービス課奨学係 

   「【越中島キャンパス】越中島地区事務室学生支援係 

 

(2)JASSO への申請 

本学への申出等とは別に、JASSO 秋の募集時（９月頃に案内予定）に、正式に本制度へ申請

する必要があります。忘れずに申請してください。 

①申請時期：令和 6年度秋（令和６年９月頃にお知らせする予定です。） 

②申込方法：募集が始まり次第でお知らせします。 

 

※ 令和 6 年度春入学者については、令和 6 年度秋にしか申請ができません。令和 7 年度（2

年次）での新規募集はありませんので注意してください。 令和 6年度秋に申請を検討して

いる学生も、令和 6年 4月 1日（月）～4月 19 日（金）の間に本学への申出等を行い、授業

料納付の猶予を受けるようにしてください。授業料納付猶予の詳細は、「「６.授業料納付の猶

予」を確認してください。 

 

５．注意事項 

・ 授業料免除（本学独自制度）との併願は可能です。免除の対象となった場合は、その差額

のみ後払い制度の対象となります。（例：授業料 1/2 の額免除、残りの 1/2 の額は後払い） 

・ 第一種奨学金との併願はできませんが、第二種奨学金との併願は可能です。 

・ 保証制度「（JASSO の HP を参照）は機関保証のみとなり、保証料が発生します。返還の際に、

保証料を上乗せした金額を卒業後に JASSO へ納付することになります。 

・ 卒業後の返還月額は、本人の卒業後の所得等に応じて決まります。 

・ 特に優れた業績による返還免除制度に申請することができます。 

 （ただし、令和６年度春入学者は、返還免除内定制度が適用されません。） 

 

６.授業料納付の猶予 

・令和６年度は秋の募集のみとなるため、前期分の採用結果も 11 月頃に判明する予定です。

このため、本制度申請希望者の前期分授業料については、「授業料後払い制度希望申出書（兼）

授業料徴収猶予申請書」を提出いただくことにより、採用の可否が決定（11 月予定）するま

で納付を猶予します。 

・猶予申請を行わずに令和６年度秋の募集時に申請することも可能ですが、採用前に支払った

授業料については本制度の対象外になります。 

・なお、本制度に不採用だった場合、もしくは本学への申出後に本制度の申請をしなかった場

合は大学が指定する期限までに授業料の納付が必要となりますので、よく理解したうえで申請

してください。 

 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/hosho/kikan_hosho/index.html


 

 

【お問い合わせ】 

学生サービス課奨学係 

メール：g-syou@o.kaiyodai.ac.jp 

TEL：03-5463-0434 
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